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北朝鮮の弾道ミサイル発射に係る授業の取扱い等について（お知らせ） 

 

このことについて、愛知県教育委員会からの指示により、Ｊアラートの緊急情報が愛知県

に発信された場合の本校における授業の取扱い等を下記のとおりとします。生徒の安全確

保に向け、一層のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 登校前にＪアラートの緊急情報が愛知県に発信された場合は、生徒は自宅待機としま

す。その後、「日本の上空をミサイルが通過し、領海外に出たとの情報」や「日本の領海

外へ落下したとの情報」が発信された場合は、自宅待機を解除しますので、生徒は速やか

に登校することとします。 

なお、「日本の領土・領海内へ落下したとの情報」がＪアラートにより愛知県に発信さ

れた場合は、生徒は自宅待機を継続します。その後の対応については、学校から生徒・保

護者のみなさまへは学校ホームページや「春日井高校きずなネット」で連絡します。 

 

２ 学校活動中にＪアラートの緊急情報が愛知県に発信された場合は、生徒は学校活動を

中断します。その後、「日本の上空をミサイルが通過し、領海外に出たとの情報」や「日

本の領海外へ落下したとの情報」が発信された場合は、生徒は学校活動を再開します。 

なお、「日本の領土・領海内へ落下したとの情報」がＪアラートにより愛知県に発信さ

れた場合は、生徒は安全確認ができるまで校内の安全な場所で待機します。安全確認がで

き次第、学校活動の継続等を行います。学校の対応については、保護者のみなさまへは学

校ホームページや「春日井高校きずなネット」で連絡します。 

 

 

（注意） 

・Ｊアラートの緊急情報が愛知県に発信されるのは、「中部・近畿・中国地方」への落下ま

たは通過が予測される場合です。 

・弾道ミサイル落下時の行動については、内閣官房ホームページ（国民保護ポータルサイト）

に掲載されていますので、ご確認ください。 

 


